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1　はじめに
　今後人口減少が急速に進行する中、地方自
治体においては、地域の特性等を活かし、人
口減少を抑制するとともに、移出の増加等に
よる需要の拡大を図ることを通じ、地域経済
の持続的な発展を目指す「地方創生」に真剣
に取り組んでいくことが求められる。
　一方、自治体自身においても、人口減少等
を前提にした公共施設等の供給量の見直しな
ど、公共施設等を適切にマネジメントしてい
くことが必要となる。
　本稿では、今後公共施設等をマネジメント
していく上で有効な手法となり得るPPP（公
民連携）について概観することにしたい。

2　公共施設マネジメントとPPP
　公共施設等のあり方を見直し、自治体とし
て適切なマネジメントをしていくことが求め
られる背景としては、主に以下の３点があげ
られる。
　第一に、既存施設の維持更新投資の増大と
集中化である。自治体の所有する公共施設等
は、一般的に高度経済成長期に集中して整備
されたものが多く、これらの施設が一斉に耐
用年数を迎えつつある。安全性を確保するた
め、これらの施設のうち必要とされる施設に
ついては、厳しい財政制約のもと、建替や長
寿命化改修といった維持更新投資を今後集中
的に行うことが必要になる。
　第二に、公共施設等における資産リスクの
高まりである。耐用年数が到来するなど劣化
の著しい公共施設等において適切な維持更新・
管理が行われないと、事故が起こる可能性が

高まることになり、事故が起こった場合、す
なわちリスクが顕在化した場合には、自治体が
責任を問われることになる。
　第三に、公共施設等における需給バランス
の変化である。人口の減少は公共施設等の利
用者の減少につながるため、現状の公共施設
等の量を維持するならば、人口一人当たりの
公共施設量は増加、当該公共施設等を維持す
るための一人当たりの負担額は膨大なものと
なる。加えて、高齢者の増加など人口構成も
大きく変化しており、こうした需給バランス
の変化に応じた見直しを図っていくことも必
要になる。
　こうした背景のもと、財政が厳しさを増し
ていることに鑑みれば、現在の公共施設等す
べての維持更新を図り維持していくことが困
難なことは明らかである。したがって、あら
ゆる公共施設等について、必要性や物理的劣
化度等の観点から評価し、
○そのまま維持する
○建替、増改築、改修等を図る
○集約化・多機能化を図る
○売却・貸付・転用を図る（跡地を含む）
など今後の施設のあり方について検討・選択
の上、実践していくことが不可避となっている。
　そして、財政負担を軽減し質の向上を図り
つつ、その実践を図っていくためには、従来
のようにすべてを自治体が担うのではなく、
行政と民間主体が適切に連携するPPP（Public 
Private Partnership、公民連携）を活用して
いくことも重要な視点となろう。
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3　公共施設等の整備を伴う場合に
おけるPPPの活用

　それでは、公共施設等のあり方について検
討・選択し、それを実践していく上で、どの
ようなPPP手法があるのだろうか。先ず、前
記において、「建替」、「増改築」、「改修」、「集
約化・多機能化」や「転用」のための改修など、
公共施設等の整備を伴う場合について考えて
みたい。
　公共施設等の整備を伴いつつ公共サービス
の提供を行う過程を、公共施設等の建設（増
改築・改修等を含む）と管理運営に区分し、
それぞれを担う主体が行政か民間主体かに
よってマトリクス状に整理すると、図１のと
おり、
○建設、管理運営ともに行政が担う公設公営
○建設を行政が、管理運営を民間主体が担う

公設民営
○建設を民間主体が、管理運営を行政が担う

民設公営
○建設、管理運営ともに民間主体が担う民設

民営
の４つのパターンが考えられる。
　従来は、これらのうち建設、管理運営とも
に行政が担う公設公営を採用するケースが大
半を占めてきたが、ここにPPPを活用する場
合には、
○公設公営の中で管理運営を構成する一部の
業務を民間主体に委ねる（業務委託）

○公設民営（指定管理者制度など）
○民設公営（施設譲受、施設借用など）
○民設民営（PFIなど）
という４方向が考えられる。
　例えば、図書館を整備する場合、従来は、公
共施設等の建設、管理運営ともに行政が担い
つつ（公設公営）、清掃、警備、図書データの
入力といった管理運営を構成する一部の業務
を民間主体に委託するのがせいぜいであった。
　一方、TSUTAYA図書館として有名になっ
た佐賀県武雄市などでは、図書館の改修を行
政が担う一方、TSUTAYAの運営会社である
カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）を
指定管理者に指定して管理運営を委ねる公設
民営（指定管理者制度）を採用している。そ
の結果、市民に対するサービスの質の向上（開
館日・開館時間の増加、蔵書の増加、開架図
書の増加、座席数の増加、セルフカウンター
の設置など）、市民満足度の向上、管理運営コ
ストの低減、新しい地域価値の創出といった
効果をもたらすに至っている。
　また、北海道釧路市では、郊外にあった図
書館を建て替えるに当たり、まちなかにある
銀行の支店建替に合わせ、銀行の関連会社で
ある北海道建物（株）が新設した施設の一部を
借り受けテナントとして入居（当該施設の１
〜２階には銀行の支店が入居）し、管理運営
は市自らが担う民設公営（施設借用）を採用
している。その結果、行政が施設を所有する
ことのリスクを回避しつつ、まちなかにおけ
る図書館の整備と財政負担の軽減を実現する
ことができている。
　さらに、香川県まんのう町では、図書館を
含む複合施設を整備するに当たり、施設の建
設、管理運営ともに（株）まんでがんパートナー
ズに委ねる民設民営（PFI）を採用し、財政
負担を20％軽減し得ている。PFI（Private 
Finance Initiative）とは、公共施設等の設計、
建設、管理運営、資金調達を一体的に民間主
体に委ねる形態であり、建設、管理運営に加え、
設計や資金調達も併せて民間主体に委ねるこ
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行政 民間

建

設

行政

公設公営 公設民営
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図１　公共施設等の整備を伴う場合のPPP手法

（出所）�佐野修久「PPPとまちづくり」　（佐藤道彦・佐野修久編著�
『まちづくりイノベーション』）。以下同じ。
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とで、民間主体のノウハウ・技術、アイディ
ア、柔軟性、資金等を最大限に活かし、納税
者に対し最大価値あるサービスを提供するこ
と、すなわちVFM（Value for Money）の最
大化を図ることを目指す手法である。その際、
行政は、民間主体に事業を行ってもらうため
の条件設定（企画）とその条件どおりに民間
主体が執行しているかのモニタリングを担う
ことで、一定の関与を図ることになる。

　このように、同じ図書館を整備する場合で
あっても、多様な手法があることが理解でき
よう。

4　公共施設等の整備を伴わない場
合におけるPPPの活用

　次に、「建替」、「増改築」、「改修」といった
公共施設等の整備を伴わない場合、すなわち
前記の検討の結果「維持」することになった
場合におけるPPPの活用についてみると、図
１の縦軸が「建設」から「所有」にかわり、
○所有、管理運営ともに行政が担う公有公営
の中で管理運営を構成する一部の業務を民
間主体に委ねる（業務委託）

○所有を行政が、管理運営を民間主体が担う
公有民営（指定管理者制度など）

○所有を民間主体が、管理運営を行政が担う
民有公営（セール＆リースバックなど）

○所有、管理運営ともに民間主体が担う民有
民営（譲渡など）

の４方向が考えられる（図２）。

5　最適な事業手法の検証・選択
　これまでみてきたとおり、公共施設等の整
備を含め公共サービスの提供を図るに当たっ
ては、行政単独で行う従来型（公設公営、公
有公営）に加え、多種多様なPPPの手法がある。
したがって、これらの手法の中から、当該地
域や事業の特性等を踏まえ、VFMの最大化等
の観点から、どの手法を採用するのが最適な
のかについて検証し､ 的確な選択を行ってい
くことが求められる（図３）。
　一方、こうした最適事業手法の検証・選択
を行う前に、そもそも当該サービスは行政の
関与の必要な「公共サービス」なのかについ
て検討し、その結果、行政関与の必要性が認
められなければ、公共施設等の整備を伴う場
合は中止・撤退を、公共施設等の整備を伴わ
ない現在行政が提供中のサービスの場合は廃

公共サービス

施設借用業務委託 ＰＦＩ
指定管理者

制度
・・・ 

検 証 

行政直轄
（従来型）

図３　最適事業手法の検証
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図２　公共施設等の整備を伴わない場合のPPP手法
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止・民営化（行政の関与なし）を図る必要が
ある。
　国においても、こうした最適な事業手法の
検証が必要との認識にたち、「多様なPPP/
PFI手法導入を優先的に検討するための指針」
を決定（2015年）、行政が公共施設等の整備を
行うに当たり、従来型方法に優先して多様な
PPP/PFI手法の導入が適切かについて検討す
ることを求めるに至っている。また、こうし
た多様なPPP/PFI手法導入の優先的検討を着
実に進めるため、人口20万人以上の地方自治
体に対し、「優先的検討規程」を定めることを
要請するとともに、人口20万人未満の自治体
にも策定を強く期待する姿勢を明らかにして
いる。
　こうした指針等を踏まえ、VFMの最大化等
を図る最適な手法は何かについて検証し選択
することを仕組み化し、常態化することが求
められよう。

6　PPPを巡る近年の動き
　さて、ここからは、近年、国においても重
視され活用が進みつつあるPPPに関連した
ツール・取り組みについて紹介することにし
たい。

（1）包括化（バンドリング）
　包括化（バンドリング）とは、行政の担う
複数の業務／事業をまとめることにより一定
の規模を確保した上で、行政が関与しつつこ
れらを包括的に民間主体に委ねる手法である。
　包括化は、単一の業務あるいは事業におい
てPPPを活用する場合に比し、主に以下で示
すとおり、民間主体の技術・ノウハウ・創意
工夫等の活用が容易になり、その結果、民間
主体の利益の確保（収入増やコスト減を通じ
た当該業務／事業による利益の増加）、行政の
利益の確保（財政負担の軽減とサービスの質
の向上によるVFMの向上）が実現することに
つながる。
○民間主体にとって、多くの業務／事業を担
うことで事業規模が拡大し、一定の収入が

確保しやすくなるとともに、相対的に固定
費負担が軽くなることで、利益を確保する
確度が高まること。
○複数の業務／事業間において、民間主体の
技術・ノウハウ、人材、設備等を共用する
ことが可能となり、これら資源の有効活用
を図り得ること。
○こうした資源の共用化や前記収入の確保等
により、新たに専門性のある人材や設備等
を投入することが容易になること。
○複数の業務／事業間における相互作用が働
くことで相乗効果を生むこと。
　包括化を採用するに当たっては、実現可能
性を見据えつつ、VFMを最大化する手法や包
括化する範囲等について検討することが必要
になる。一方、行政自らが包括化する場合、
担当部署間における意見の調整がつかない等
の理由から最適なグルーピングができない可
能性もある。こうした場合には、包括化する
業務／事業について、担い手となる民間主体
から提案を受ける「民間提案制度」の採用に
ついて検討することも有効である。

（2）コンセッション（公共施設等運営権）
　コンセッション（公共施設等運営権）は、
利用料金を徴収する公共施設等において、当
該施設を行政が所有しつつ、民間主体に当
該施設を管理運営する権利（運営権）を設定
する手法であり、PFIの一手法として位置付
けられている。わが国においても、2011年の
PFI法改正により導入され、空港、道路、上
下水道、文教施設で活用が進みつつある。
　コンセッションの特徴としては、主に以下
の点があげられる。
○利用料金を徴収する公共施設等が前提と
なっていること。
○行政が当該施設等を所有し、民間主体が管
理運営を担う公有民営の一手法であること。
○民間主体が運営権を得るに当たり、当該施
設等の改修や増改築などの維持投資（建替
を除く）も一体的に民間主体に委ねること
ができること。その際、PFIの一手法であ
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ることからわかるように、管理運営に加え、
この維持投資にかかる設計、建設、資金調
達も一体的に民間主体に委ねるものとなる
こと。

○行政は、民間主体に運営権を設定するに当
たり、民間主体が当該施設等の管理運営を
行うことで得られる利益の一部を、運営権
対価として得ることができること。

○「コンセッション」は、PFI法上、物権と
してみなすこととされており、これに抵当
権等を設定することが可能であること。こ
のため、それが担保になり、民間主体が維
持投資を行うに当たり金融機関からの資金
調達が相対的に容易になること。

　こうした特徴を踏まえるならば、
○長期にわたり利益を確保し得、運営権対価
の獲得を期待できる事業

○民間主体に自由度を与えることで、事業運
営の効率化やサービスの質の向上が期待で
きる事業

○そう遠くない時期に改修や増改築などの維
持投資を控える事業（管理運営と一体化し
た事業運営の効率化、コンセッションが物
権とみなされ抵当権設定が可能であること
を活かした資金調達の円滑化といったメ
リットを活用）

の場合には、同じ公有民営に位置付けられる
指定管理者制度よりむしろコンセッションの
活用を積極的に検討する価値があろう。

（3）PFI＋付帯事業
　行政がPFI事業を実施するに当たり、そこ
で生じる余剰地あるいは余剰施設を、PFI事
業を担うコンソーシアムが設立する主体等に
条件を付して貸し付け、そこで当該民間主体
に収益を生む付帯事業を行ってもらう手法で
ある。民間主体は、賃借した土地・施設で実
施する、行政の付した条件を踏まえた事業を
提案し、自らの責任・リスクで当該施設等の
建設・管理運営等を図っていくことになる。
　当該事業を実施することにより、行政サイ
ドにとっては、賃貸料を得られるという財政

的なメリットを確保できることに加え、余剰
地（未利用地）等の有効活用が図られること、
PFI事業で整備する本体施設との相乗効果が
生まれ政策目的の実現が拡大すること等の利
点がある。
　一方、民間主体にとっても、PFI事業だけ
では大きな利益を生まない場合に、当該付帯
事業により収益機会を拡大することができ、
このPFI事業に参入するインセンティブが高
まる等のメリットがある。

（4）民間施設等の収益を活用した公共施設等
の整備
　行政が公共施設等を整備するに当たり、行
政の所有する土地に民間主体が当該施設等を
建設、それを行政が取得し管理運営を担う施
設譲受（民設公営）形態を採る一方、隣接地
等の余剰地を同じ民間主体に条件を付して貸
し付け、そこで民間主体に収益を生む事業を
行ってもらう手法である。民間主体は、賃借
した土地の上に、行政の付した条件を踏まえ
た事業を提案し、自らの責任・リスクで施設
等の建設・管理運営等を図ることになる。そ
の際、民間主体が行政に対して支払う土地の
賃借料（契約期間分の一括支払い等）や権利
金等を公共施設等の取得費と同額に設定でき
れば、行政は資金を一切持ち出すことなく公
共施設等の整備を図ることが可能となる。土
地の賃借料等が公共施設等の取得費を超えれ
ば更なる収益を得られる一方、仮に公共施設
等の取得費に届かなくとも相当に低い価額で
公共施設等を整備できることになる。
　これは、行政の所有する余剰地で民間主体
に事業を展開してもらい、そこで得た事業収
益を土地の賃借料等という形で還元してもら
う手法であり、財政負担を極小化して公共施
設等の整備を図ることができるものとして注
目されている。

（5）サウンディング調査
　サウンディング調査とは、行政が検討中の
構想・計画等の概要や対話項目等を事前に提
示した上で、当該構想・計画等に対する民間
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主体の考え方等を個別に聴取する「官民対話」
の一形態である。
　PPPの活用に当たっては、行政と民間主体
で各々のもつ情報やニーズ等に大きな差が生
じることが指摘されている（情報の非対称性）。
このため、民間主体サイドにおいて行政の意
図等を十分に理解できないケースが生まれる
ことに加え、行政サイドにおいても、民間主
体の当該事業にかかるニーズや考え方等を的
確に理解することは容易ではなく、その中で
民間主体に対する条件設定（企画）をすると、
民間主体にとって参入のインセンティブが働
かない公募をしてしまう恐れがある。サウン
ディング調査を事前に実施することにより、
こうした官民間の情報の非対称性を解消する
ことが可能になる。
　サウンディング調査を行う流れは、以下の
とおりである（図４）。
①先ず、検討中の構想や計画の概要、公募条
件等の概要に加え、対話をしたいと考えて
いる項目を公表する。

②併せて対話をする相手を公募する。対話者
を公募することで、特定の民間主体と個別
に直接対話することについても、公平性や
透明性が担保されることになる。

③自治体職員が個別の民間主体から、事前に
提示した対話項目について直接ヒアリング
を行う。これにより、コンサル等を介さな
い民間主体の生の声を聴取することができ
る（これまでは無償のケースが大半）。

④対話した結果について、対話者の了解を得
られた範囲で公表する。

⑤対話した結果を、基本構想・計画や公募条
件等に適切に反映する。実際に対話した結

果が事業に反映されなければ、民間主体が
対話に参加した意義が大きく損なわれるこ
とになる点に留意する必要がある。

7　おわりに
　人口減少が進む中、地方自治体においては、
公共施設等を適切にマネジメントしていくこ
とが必要になり、そのために、今回紹介した
PPP（公民連携）の活用は益々不可欠なもの
になってこよう。
　地方自治体においては、PPPについて的確
に理解した上で、近年の動きも参考にしなが
ら、VFMを最大化することを重視した積極的
な取り組みを推進していくことが求められる。
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